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司法行政文書開示通知書

令和3年3月5日付け（同月8日受付，第021036号）で申出のありました

司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知しま

す。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和元年8月15日付け人合第500号外務省大臣官房人事課長「令和元年度

在外公館赴任前研修（第5部研修）参加者の受け入れ決定について」 （片面で9

枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより事務の適正漆遂行に支障を及ぼすおそれが

ある情報(ファックス番号）が記載されており， この情報は，行政機関情報公開

法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されて

いる部分を不開示とした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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人合第500号

令和元年8月15日

各府省庁等人事担当課長殿

外務省大臣官房人事課

令和元年度在外公館赴任前研修（第5部研修）参加者

の受け入れ決定について

先般,貴府省庁等から推薦のありました職員を標記研修員として受け入れる

こととしましたので通知いたします。

関連事項につきまして下記のとおり御連絡いたしますので，特に身体検査の

実施につきましては，近年赴任後に健康問題が生じる事例も増加していること

から，御協力方よろしくお願いいたします。
4

記

1．研修期間中の外務事務官併任について

本研修員については，9月9日（月）から11月22日（金）までの研修期間中，

外務事務官に併任する予定のところ，各府省庁等毎に割愛等の手続きは省略い

たしますので，ご了承願います。

また，本研修終了後に経済協力担当予定者を対象とした研修（3日間)，広

報文化担当予定者を対象とした研修（2日間)，領事担当予定者を対象とした

研修（5日間)，インフラ輸出担当予定者を対象とした研修（1日）をそれぞ

れ実施する予定のところ，同期間中にっ.きましても研修対象者を外務事務官に

併任する予定老す｡

（上記併任発令については，特別職の一部，及び交流協会への派遣予定者は

除きます｡）

』
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2．外務公務員法で定める欠格事由

先の本件推薦依頼の公文書においてもふれたとおり，外務公務員法では，外

国の国籍を有する者は外務公務員になることができない， と定められておりま

す。

過去の事例として，出生地が外国で， 当該国が出生地主義を採用している国

であったため当該国籍をも付与され，その後， 当該国籍の離脱手続がなされて

いないことからウニ重国籍の状態が継続してしまっているケースが複数ありま

した。 このようなケースでは当事者が二重国籍であることを認識しておらず，

外務省転任（採用）直前に提出を受けた戸籍謄本写しを確認して初めてその事

実が判明しました。 したがって,外務省での発令予定を急逢取り止め，前任者

の帰国も延期せざるを得ず，結果として， 当該国籍の離脱を待って発令するこ

とになり，両省庁の人事計画に支障を来すこととなっ:てしまいました。

鱸し、樹

します。

3． .外国籍配偶者を有する在外公館赴任予定者について

先の本件推薦依頼の公文書において・もお願いしておりますが，配偶者の国籍

についても確認し,以下に該当する職員がいる場合には事前にご連絡願います。

（1）外国籍配偶者を有する職員

（2）帰化によって日本国籍を取得した配偶者を有する職員

（3）法律上の婚姻関係に至らないがj婚約関係，内縁関係等にある関係者を

有する職員

4．身体検査の実施，健康管理にかかるお願い

本研修員につきましては,貴府省庁等において別紙による身体検査（内科及

び歯科).の実施につきお取り計らい願いたく，右検査（内科）につきましては，

検査結果を12月末日までに当方（外務省人事課総務斑第5部研修担当者）

宛に文書をもって送付願います。

（身体検査等の詳細につきましては，別添を御参照願います)。

近年，在外公館赴任直後に既往症等を有する職員や同伴家族が病状を悪化さ

せるケースが散見されます。また,､職員・同伴家族の別なく,、生活環境の変化

や言語・慣習の違いに戸惑い， メンタル面で不調を来し任地での生活に支障が
I
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生じ，やむなく任期途中での離任や，家族の単独帰国により二重生活になった

り，離任や単独帰国にまで至らないもののそのケアのため少なからず館務の遂

行に支障を生じているケ皇スが多く報告されています｡当省としては，未然に

その防止に努めているところですが，貴府省庁等におかれましてもその認識を

共有願いたく》今後とも職員のみならず，同伴を予定している家族を含めてそ

の健康状態の把握に努めていた．だきたく存じます。

例年同様,:在外公館に赴任となる研修員及び家族の健康状態の把握を目的と

したアンケートを実施したく． ，ご協力をお願いします。 職員はもとより，同

を予定している家族につきましても,､既往症 現在治療中の病気（心の病及び

気を含む)，けが等について ご記入下さい。

また,在外公館赴任に際して心身の状態で問題と感じること等あればもれなく

アンケート用紙に記入いただき，上記の身体検査の結果と併せ送付願います。

5．本件問い合わせ先

○人事に関する事項：人事課川崎

． 電話:03-3580-3311(内線3414),FAX:03と5501-8082

○身体検査（内科）に関する事項：一般診療所小松

電話:033580-3311(内線2965),FAX:■■■■

○身体検査（歯科）に関する事項：歯科診療所伊瀬知

電話:03-3580-3311(内線2285)、 FAX:■■■|■■

〉

付属添付
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内閣官房内閣総務官

人事院事務総局人事課長

内閣府大臣官房人事課長

公正取引委員会事務総局官房人事課長

警察庁長官官房人事課長

金融庁総合政策局秘書課長

総務省大臣官房秘書課長

法務省大臣官房人事課長

財務省大臣官房秘書課長

文部科学省大臣官房人事課長

厚生労働省大臣官房人事課長

農林水産省大臣官房秘書課長

国士交通省大臣官房人事課長

環境省大臣官房秘書課長

防衛省人事教育局人事計画･補任課長

会計検査院事務総長官房人事課長

衆議院事務局庶務部人事課長

参議院事務局庶務部人事課長

最高裁判所事務総局人事局任用課長

本信送付先

ﾉ『
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別添

外務省第5部研修員の身体検査の実施について(2019)

外務省大臣官房人事課長
外務省診療所長

1 この身体検査は，在外赴任に備え受診者の医学的適正を判断し，潜在疾病等
のある者に対しては，赴任地の医療事情等を勘案しつつ早期に適正な指導を行
うことを目的とするものです。

2身体検査は次の要領で行ってください。

（1） 「身体検査書｣． （別紙） ・に記載された項目については， 全項目の実施をお
願いします。

議
（2

（3

員に通知し，血液検査結果（コピー可）をお渡しください｡，

（4）要精査と判定された職員に対しては， 12月中旬までに必要な措置（･再検
査の実施，要すれば治療の開始等）を講ずるよう当該職員をご指導いただく
とともに，再検査の結果．治療等の状況を同検査書の【要精査の場合，再検
査等の結果に関する医師のコメント】欄にご記入ください。
（5）その後これらの検査書を一括取りまとめの上，健康状態アンケートと共に
12月末までに当省に送付いただきたく， 、よろしくお願いいたします。

I

3 身体検査書の記入に際しては，次の点に留意願います。

（1）単に記載された項目による判断に留まらず，受診者の定期検診記録やカル
テ等を点検し，総合的見地より行ってください。

（2）病名のある場合には【主な既往症および現在治療中の疾患】欄に記入する
と共に， 【要精査の場合，再検査等の結果に関する医師のコメント】欄につ
いては，医療事情の異なる在外公館勤務を念頭に再検査等の結果及び状況を
具体的に記入してください。

4 身体検査書が当省に送付された後， 当該職員に対し，必要に応じて， 当診療
所にて医療指導等を行います。

また，在外公館赴任にかかる適否の最終的判断は当省にて行うものといたし
ます（身体検査の結果，在外勤務に著しく支障があると認められる場合には，
赴任予定者の交替を含む人事上の措置をお願いすることもあり得ますので； あ
らかじめご承知おき願います)。

5 歯科検診の実施について
歯科検診については，外務省歯科診療所での実施をご案内しておりましたが，
第5部研修員他， 受診者が多数にのぼることから，赴任前の限られた期間に受診
日を設定することが非常に困難な場合がございます。
つきましては，可能な限り貴府省庁における歯科検診の実施につきましても，
ご協力をお願いいたします6
また， 実施後は，診断書と問診票（別添）波び

窪董曇篭譜差篝套騨につい

誼い為 します。

6 第5部研修免除者につきましても，上記身体検査書，歯科検診診断書等を提
出して下さい。



身体検査書
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歯科初診時問診票 、 ⑳

年令和 月 日

あるない．の項はどちらかを○印でかこんで下さい。 〔 ‘ 〕 には記入して下.さい。

血圧が高いといわれたこ･とが あ.る ない

ある ない高血圧の治療を受けたことが

量一~_の血圧測定の数値は 〔 〕／
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一以下は女性･のみお答え下さい－

妊娠中又は妊娠の疑.いがありますか ある ない

外務省共済組合診療所歯科･診療室

生年月日 昭和・平成 年 月 ・ 日． .年･齢 歳 性
Q ◆

令 凸

別 男・女

･ふりがな 職員コー･ド ．（記入不要） ．
甲

も

氏 名
●●

省.庁名

、 ・

赴任先
巳

大使.館・総領事館0

。 ▲ ●

発令予定.日令和 年 月 日
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在外赴任前健康診断書（歯科）
0

大使館・総領事館･領事事務P ・代表音赴任予定公館名

外務省IDNo. #← 年 月 日発令予定日
q

ふりがな

記入不要

氏 名

生年.､月日

性 別

診 断 ・

う蝕□

□

口

月 日生西

男・女

I

治療の必要がある（本)《
定期的な経過観察が必要

注意すべきう蝕はない
、

上
U

歯周病

口治療の必要がある

口定期的なメンテナンズ（歯石除去等） ･が必要

口注意すべき歯周病はない

⑥ゞC
粘膜･~骨･唾液腺・顎関節等の疾患

口治療の必要がある

口経過観察が必要

団注意すべき疾患はない

その他 」

I

ロレントゲン画像はプリントアウトして診断書に添付します。

で保管します。医療機関名.）□レントゲン画像は

※レントゲン画像に関しては，診断書に添付または自院保管を選択し，国をご記入ください。

年 月

．【医療機関】・住所 、

電話番号 ． （内線）

日
』

⑳歯科医師氏宅

【確認】外務省歯科診療所歯科医師⑳ 0

（

し
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第5部研修員及び家族健康状態アンケート（2019）

1研修員の氏名・赴任先公館名

府省庁名氏

赴任先公館名

2同伴家族（氏名・年齢･研修員との関係）

（1）

(､2）

（3）

(4）

1

､
－

I

3既往症及び現在治療中の病気（心の病気を含む),､けが，手術,検査における異常等

の有無（有の場合は詳細（病名,医療機関，服用薬名，時期等)を記入する6家族は
上記2の順に記入する｡.）

（本人）

（1） ． ‘ ，

－

(2） ＃

､

(3）

1

(4）

4その他,在外公館赴任に際して;心身の状態について問題と感じること,気がかり，

悩み,，不安なこと,心配な.ことなど。

（本人）

1
一

(1）
－－－－

(2）

(3）

（4）－－－ ノ

I


